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【手続補正書】
【提出日】令和2年4月24日(2020.4.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球を用いた遊技が行われる遊技盤と該遊技盤を収容する遊技機枠とを備える遊技機
であって、
　遊技機外部から遊技球を受け入れて下流側に誘導すると共に異物を下方に落下させ得る
放出孔が少なくとも一部に形成される遊技球供給部と、
　前記放出孔の下方に配置され、電子部品が実装される基板を収容すると共に通気孔が形
成される基板ケースと、
　前記遊技球供給部と前記基板ケースとの間に設けられると共に、前記遊技機の前後方向
に所定の幅を有する上板部材と、
　前記基板ケースの後方に設けられると共に、前記遊技機の上下方向に所定の長さを有す
る裏カバー部材と、
を備え、
　前記基板ケースは複数設けられ、
　前記複数の基板ケースのうち少なくとも一部の基板ケースは、前記遊技盤が前記遊技機
枠に取り付けられた状態で上面となる壁部に通気孔を有さず、他の壁部に前記通気孔を有
し、
　前記上板部材と前記裏カバー部材とが当接状態で設けられるものであり、当該当接状態
を解除して前記裏カバー部材だけを移動させることが可能とされる、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　（解決手段１）
　遊技機において、
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「遊技球を用いた遊技が行われる遊技盤と該遊技盤を収容する遊技機枠とを備える遊技機
であって、
　遊技機外部から遊技球を受け入れて下流側に誘導すると共に異物を下方に落下させ得る
放出孔が少なくとも一部に形成される遊技球供給部と、
　前記放出孔の下方に配置され、電子部品が実装される基板を収容すると共に通気孔が形
成される基板ケースと、
　前記遊技球供給部と前記基板ケースとの間に設けられると共に、前記遊技機の前後方向
に所定の幅を有する上板部材と、
　前記基板ケースの後方に設けられると共に、前記遊技機の上下方向に所定の長さを有す
る裏カバー部材と、
を備え、
　前記基板ケースは複数設けられ、
　前記複数の基板ケースのうち少なくとも一部の基板ケースは、前記遊技盤が前記遊技機
枠に取り付けられた状態で上面となる壁部に通気孔を有さず、他の壁部に前記通気孔を有
し、
　前記上板部材と前記裏カバー部材とが当接状態で設けられるものであり、当該当接状態
を解除して前記裏カバー部材だけを移動させることが可能とされる、」
　ことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　タンクレールは、流下する遊技球によって生ずる異物が落下することができる孔が形成
されている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本実施形態では、例えば、図１１０の演出制御ユニット１５００が基板ケースに相当し
、図１１０の遊技盤５が遊技盤に相当し、図１１０の球タンク５５２とタンクレール５５
３が遊技球供給部相当し、図１のパチンコ機１が遊技機に相当し、図１１０の切り欠き部
５５３ａａが放出孔に相当する。
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